
付加価値割

資本割

× ０．５％資本金等の額※ ＝
法人が株主等から出資を受けた金額として法人
税法施行令で定める金額

付加価値額 単年度損益＝ ＋
収益配分額

（報酬給与額※＋純支払利子＋純支払賃借料） × １．２％

※雇用安定控除（収益配分額の７割を超える報酬給与額を控除）有り

導入前

所 得 割

税率０．５％

平成28年度～

所 得 割

資本割

付加価値割

税率１．２％

税率９．６％
税率３．６％

（注）

税率０．５％

（注）特別法人事業税相当分を含む。
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※「資本金等の額」が「資本金＋資本準備金」を下回る場合は、「資本金＋資本準備金」を課税標準とする。

無償増減資
の加減算＋


